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Ⅰ はじめに

平成１５年１１月末の足利銀行の一時国有化措置は、県内

の中核 的金融機関の破綻という正に前代未聞の出来事であ

り、県民生活はもとより、県内経済や雇用に多大な影響を及

ぼすものと危惧されたところである。

この足利銀行問題がもたらす影響を最小限に抑えることが

喫緊の課題であることから、県議会においても、直ちに足利

銀行問題対策特別委員会を設置し、県内経済の安定対策につ

いて調査研究を進めてきた。

本委員会は、この足利銀行問題対策について更に調査研究

するために、昨年度に引き続き設置されたもので 「県内経、

済の再生・活性化」を重点テーマに掲げ、精力的な活動を行

ってきた。

この間、県執行部をはじめ地元金融機関等の関係者から、

足利銀行問題への対応等について随時説明を受けるとともに

特に影響が懸念される県内観光地への現地調査を実施し、地

元中小事業者の生の声にも触れてきた。

また、他県等における金融機関破綻後の対応状況について

現地調査を行い、関係者との意見交換を通して、この問題に

ついての認識を深めてきた。
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本報告書は、これまでの調査研究の結果を取りまとめたも

のである。
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Ⅱ 委員会の活動状況

（ ） 〔 〕１ 平成１６年３月２４日 水 第１回委員会 定例会中

( ) 第２７５回定例会において本委員会が設置され、委員が1

選任された。正副委員長の互選の結果、委員長に渡辺 渡

委員、副委員長に三森文徳委員が選任された。

（ ） 〔 〕２ 平成１６年４月９日 金 第２回委員会 閉会中

( ) 重点テーマを協議し、次のとおり決定した。1

「足利銀行の一時国有化に伴う県内経済の再生・活性化に

ついて」

( ) 年間活動計画を協議し、決定した。2

( ) 「栃木県経済新生構想」及び「中小企業再生ファンド」3

について、執行部から説明を受け、質疑を行った。

３ 平成１６年５月１１日（火）～１３日（木）

〔第３回委員会 閉会中〕

( ) 石川県及び北海道への県外調査を実施し、地元金融機関1

の経営破綻後の経済状況と対応について説明を受け、意見

交換を行った。

・調査先

石川県：石川県、石川県信用保証協会

北海道：北海道、北海道信用保証協会、北洋銀行
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４ 平成１６年５月２８日（金） 第４回委員会 定例会中〕

( ) 「栃木県産業再生委員会条例」の審査・採決を行った。1

５ 平成１６年６月９日（水） 〔第５回委員会 定例会中〕

( ) 「中小企業再生ファンド」について、執行部から説明を1

受け、質疑を行った。

( ) 「県内の経済状況及び金融情勢」について、栃木県信用2

、 。保証協会及び栃木銀行から説明を受け 意見交換を行った

６ 平成１６年６月２４日（木） 〔第６回委員会 閉会中〕

「 」 、 、( ) 足利銀行の決算 について 足利銀行から説明を受け1

意見交換を行った。

７ 平成１６年７月２６日（月） 〔第７回委員会 閉会中〕

( ) 「栃木県産業再生委員会の概要」について、執行部から1

説明を受け、意見交換を行った。

( ) 「とちぎ地域企業再生ファンドの概要」について、執行2

部から説明を受け、意見交換を行った。

( ) 「小規模企業向け再生支援制度」について、執行部から3

説明を受け、意見交換を行った。

( ) 「地域再生支援プロジェクトチーム」について、執行部4

から説明を受け、意見交換を行った。

８ 平成１６年９月３日（金） 〔第８回委員会 閉会中〕

( ) 藤原町と日光市の現地調査を実施し 「鬼怒川・川治温1 、
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泉地区及び日光地区の観光並びに地域経済の状況」につい

て、関係者から説明を受け、意見交換を行った。

（ ） 〔 〕９ 平成１６年１０月４日 月 第９回委員会 定例会中

( ) 「県内中小企業に対する金融の現状」について、県銀行1

協会、県信用金庫協会、県信用組合協会から説明を受け、

意見交換を行った。

１０ 平成１６年１２月２１日（火）

〔 〕第１０回委員会 定例会中

( ) 「栃木県産業再生委員会条例の一部改正」について、審1

査・採決を行った。

( ) 知事との意見交換を行った。2

( ) 「足利銀行の平成１６年中間決算」について、足利銀行3

から説明を受け、意見交換を行った。

( ) 「企業再生の支援状況」及び「藤原町地域再生計画」に4

ついて、執行部から説明を受け、意見交換を行った。

（ ）〔 〕１１ 平成１７年１月２６日 水 第１１回委員会 閉会中

( ) 報告書（案）について、検討を行った。1
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Ⅲ 県内経済の再生・活性化

１ 円滑な資金供給

平成１５年１１月末の足利銀行の破綻・一時国有化措置を

受け、県では、いち早く政府、日銀、県内金融機関等に対し

て県内中小企業に対する円滑な資金供給を要請する一方で、

特別金融相談窓口の開設、緊急セーフティネット資金の創設

など、迅速かつ的確な対応に努めてきた。

景気回復の追い風もあり、今日までのところ、企業倒産件

数や有効求人倍率等の各種経営指標も落ち着いた状況で推移

しており、県内経済や県民生活に当初懸念されたような大き

な混乱は生じていない。

しかしながら、今後、本格化するといわれる足利銀行にお

ける不良債権処理が、県内経済にどのような影響を及ぼすの

か、極めて不透明な状況にあることから、県制度融資の充実

や機動的な運用等を通して、引き続き、中小企業に対する円

滑な資金供給に努める必要がある。

( ) 県制度融資の充実1

足利銀行の破綻・一時国有化の影響を最も強く受けるの

は比較的規模の小さな小規模企業であり、これら企業に対

する融資制度の整備が重要である。とりわけ、経営内容の
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厳しい小規模企業にとって、中小企業再生支援資金は、融

資要件である再生計画の策定が難しく、その利用が事実上

困難である。

そこで、小規模企業の経営改善に向けた取組を支援し、

キャッシュフローの改善を通じた経営の安定を図るため、

本委員会においても、小規模企業の特性を踏まえた、より

簡易な経営改善計画書を融資要件とする融資制度を創設す

ることを提言したところである。

（県では、平成１６年７月、小規模企業向けの再生支援

資金として小規模企業パワーアップ資金を創設した ）。

また、中小企業再生支援資金については、地域企業再生

ファンド等の再生支援機関との連携を伴うものなど、様々

な再生案件にも迅速に対応できるよう、融資条件の充実を

図ることが必要である。

（県では、本委員会の提言を踏まえ、平成１６年１０月

には、融資限度額を１億円に引き上げ、融資期間も１０

、 。 、年に延長するなど 融資条件を大幅に改善した さらに

再生支援協議会の支援を受けて再生計画が策定される間

のつなぎの運転資金も新たに設けた ）。

さらに、不況業種と言われる建設業、旅館業など、足利

銀行の破綻・一時国有化により比較的大きな影響がある業
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界に対しては、公共事業の前倒し発注をはじめとする手厚

い支援が求められる。特に、これらの企業の新たな業態へ

の転換については、相談体制の充実と併せ、事業転換を支

援する制度資金の創設が望まれるところである。

（県では、これらの提言を踏まえ、既に土木事務所など

で相談窓口の設置や、セミナーの開催などの取組が行わ

れている ）。

（ ） 金融機関等の取組2

政府系金融機関によるセーフティネット貸付の拡充やセ

ーフティネット保証を活用した市町村制度融資、民間金融

機関による信用保証協会との提携融資の充実等、金融機関

等においては、これまでも県制度融資と歩調を合わせて、

中小企業に対する円滑な資金供給に取り組んでいる。

本委員会からも、地元金融機関との意見交換にあたり、

中小企業に対する資金供給の円滑化のため、企業の単なる

財務状況のみならず、個々の企業の技術力や将来性、経営

者の資質や意欲等に十分着目して、きめ細かな融資を行う

よう金融機関に要請した。

また、制度融資の効果的な運用を図るためには、信用保

証協会における積極的かつ踏み込んだ保証姿勢が不可欠で

あり、県は、信用保証協会と緊密な連携を確保するととも
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に、財政面の支援を通して同協会の経営の安定を図る必要

がある。

２ 企業の再生支援

足利銀行の破綻・一時国有化による影響を最小限に抑え、

本県経済の安定・活性化を図るには、地域において、あらゆ

る再生手法を総動員して、再生可能性のある企業を１社でも

多く再生・ランクアップさせる必要がある。

そのためには、活用可能な再生支援機関の整備及び支援機

関相互の有機的な連携の確保が急務であり、経済・産業界の

意見を踏まえながら、県がこれらの取組を積極的に支援して

いくことが重要である。

( ) 相談体制の充実・強化1

本県では、平成１５年３月に中小企業再生支援協議会が

設置され、徐々に相談・支援の実績が増加しつつあるもの

の、比較的規模の大きな中小企業が支援の中心となってい

る。

一方で、多くの中小企業が、資金繰りや経営上の問題を

気軽に相談し、専門家の助言を受けられるような相談窓口

を必要としている。

このため、地域において、きめ細かな相談や支援が受け

られるよう、商工団体の経営指導員や中小企業診断士等の
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専門家を活用した、経営改善相談体制の整備が求められて

いる。

（ 、 、 、 、県では この提言を踏まえ 平成１６年７月から 県

各商工会議所、各商工会等に経営改善特別相談窓口を開

設し、中小企業診断士等の専門家と連携して、中小企業

の経営改善に向けた取組を支援している ）。

( ) 企業再生支援機関の取組2

中小企業再生支援協議会では、足利銀行の破綻・一時国

有化以後、相談件数や二次対応案件の増加に伴い、窓口・

支援専門家を増強するなど体制整備に努めてきた。

今後は、複雑な案件も増加すると思われることから、支

援のスピードアップに向け、更なる体制充実や関係機関と

の連携強化が必要である。

一方、全国各地において、専門家のノウハウを生かした

スピーディな調整を行っている(株)産業再生機構に対して

は、早い段階から、地域の特性を踏まえ、できるだけ多く

の企業再生に取り組むよう要望してきたが、本県でも平成

１７年１月末で既に８社の支援決定がなされている。

３月末をもって債権の買取期間が終了するが、今後は、

支援決定した企業の効果的な経営再建に向け、関係機関間

の有機的な連携を確保し、引き続き円滑かつ効果的な支援
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が行われなければならない。

( ) 企業再生ファンドの活用3

足利銀行における不良債権処理が進む中、１社でも多く

の企業の再生を図るため、地域企業再生ファンドの早期組

成が求められてきた。

本委員会においても、中小企業基盤整備機構の支援スキ

ームを活用しながら、本県の実情に即した規模・内容のフ

ァンド創設に向けて、金融界はもとより全県を挙げてファ

ンドの創設に向けた支援を行う必要があることを提言して

きた。

（本県では、地域の実情を踏まえ、中堅企業を主な投資

対象とするファンドと、中小企業基盤整備機構の支援ス

キームを活用した中小企業を主な投資対象とするファン

ドの２つのファンドが「とちぎ地域企業再生ファンド」

として組成された ）。

また、これらのファンドを運営する(株)とちぎインベス

トメントパートナーズにおいては、産業再生機構の支援決

定を受けた栃木レザー（株 、関東自動車（株）等に出資）

するなど、既に投資実績を挙げているところであるが、今

後ともファンドの利用促進に向けて、再生中の企業に対す

る融資、関係機関の連携などについて県の側面的支援が期
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待される。

( ) 金融機関の取組4

足利銀行においては、経営計画の中で、外部機関の活用

等、あらゆる再生手法を活用して企業再生に全力を挙げて

取り組むことが明らかにされている。

今後も、経営計画が着実に履行され、１社でも多くの企

業が再生できるよう期待するとともに、不良債権の新たな

発生を防止するため、リレーションシップバンキングの機

能強化計画に基づき、引き続き、取引先企業のランクアッ

プ、ランクダウン防止に積極的に取り組むことが必要であ

る。

また、他の金融機関においても、リレーションシップバ

ンキングの機能強化計画に基づき、企業支援部門の新設に

よる経営支援機能の強化や政府系金融機関との業務提携に

よる再生・Ｍ＆Ａの支援、再生スキル向上のための行員研

修等、積極的な対応がなされており、引き続き企業再生に

向けた最大限の取組を期待する。

３ 地域再生への取組

県内経済の再生・活性化を図るためには、企業の再生と併

せて、県内各地域の再生による県経済全体の活性化が必要と

なるが、国の地域再生推進の動きに呼応して、県及び市町村
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においても具体的な地域再生の動きが活発化しており、今後

も引き続き積極的な取組が求められる。

( ) 栃木県経済新生計画1

県では、足利銀行の一時国有化措置に伴う県内経済への

影響を最小限に食い止めるとともに、中長期的な視点から

本県産業の活性化に向けた施策を積極的に展開するため、

「栃木県経済新生計画」を策定し、平成１６年６月に国の

認定を受けた。

この計画では 「地域金融の円滑化 「中小企業の再生」、 」

「地域産業の活性化 「地域雇用の確保」に資する各種施」

策を県内全域において集中的に実施し、本県経済の新生を

図ることをねらいとしている。

このうち 「地域金融の円滑化」では、地域限定で認め、

られた「金融環境変化対応資金の融資条件緩和に向けた取

組み」により、国民生活金融公庫等において、無担保・第

三者保証人を必要としない融資が可能となるなど、具体的

な成果も見られる。

また 「中小企業の再生」では 「産業再生機構、中小企、 、

業再生支援協議会、整理回収機構等の連携」や「地域中小

企業再生ファンドの組成促進」などの支援措置が認められ

ており、企業再生支援機関のネットワークの構築や、地域
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企業再生ファンドの組成など、企業再生を支援する仕組み

が整備されてきている。

このほか 「地域産業の活性化」に資する支援措置とし、

て 建設業再生アドバイザーの派遣 などが さらに 地、「 」 、 、「

域雇用の確保」のための支援措置として 「若年者向け就、

業支援センターへの支援と国の職業紹介事業との十分な連

携の確保」などが盛り込まれている。

もとより足利銀行破綻の影響は、県民生活から企業活動

に至る広範な分野で、しかも県内全域に及ぶものであり、

県の先導的な役割が不可欠となるものである。

したがって、県においては、文字通り本県経済の新生が

実現されるよう積極的な取組を期待するものである。

( ) 市町村の地域再生計画2

市町村においても、宇都宮市をはじめ足利市、藤原町、

那須町、那須塩原市（旧塩原町 、葛生町が、それぞれの）

地域の特性を活かした地域再生計画を策定し、平成１６年

６月に国の認定を受けたところである。

特に、足利銀行一時国有化の影響が最も懸念される藤原

町は 「鬼怒川・川治温泉“自分らしくなれる町”構想」、

の実現に向けて、関係者が総力を挙げて取り組んでおり、

県も重点的に支援していく必要がある。
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藤原町については、国も、地域再生マネージャー事業や

都市再生モデル調査、まちづくり交付金事業など様々なメ

ニューを導入しているところであり、県においては、これ

らの事業をはじめとする地域再生計画の着実な実行を支援

するために、藤原町との連携を強化しながら、適時・適切

な助言・協力に努める必要がある。

（県では、温泉観光地の地域再生計画策定を積極的に支援

したほか、市町村が取り組む地域再生が着実かつ円滑に行

われるよう、全庁的な支援体制として「地域再生支援プロ

ジェクトチーム」を設置し、地域再生計画の実現に向けた

支援を行っている ）。

一方、地元関係者においては、利用客のニーズを的確に

捉えたサービスの提供やホスピタリティの向上などで、不

況の中でも賑わっている全国各地の温泉観光地の例を見習

うことが必要である。

そうした先進地域では、自らの創意と工夫でその地域な

らではの魅力の創出に努めており、本県においても、地産

地消や地域資源の有効活用により地域のイメージを高める

工夫をするなど、地元関係者の不断の努力が求められる。

同時に、地域再生の実現には、何よりも地域が一体とな

ったやる気が不可欠であり、これは同じような温泉観光地
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を抱える那須塩原市（旧塩原町 、那須町はもとより、他）

の地域再生計画に取り組む市町村にも共通して言えること

である。

、 、県においては それぞれの地域再生計画の実現に向けて

こうした地域の一体感が醸成されるよう、今後より一層強

力に支援していく必要がある。

４ 国有化終了後の受け皿

足利銀行は、国有化終了後に受け皿に引き継がれることに

なるが、未だにその姿が見えないことで県内に不安が広がっ

ていることは、本委員会でも再三指摘したところである。

本県とは状況が異なるが、本委員会が調査を実施した北海

道の例を見ても、早期に受け皿が示されたことで、地域経済

の不安感が払拭されたことは明らかである。

現在、足利銀行は、自らの再生と企業の再生に鋭意努力し

ているところだが、不良債権処理の進展に伴い、今後多くの

影響が出てくることが予想され、できるだけ早い時期に受け

皿の姿が明確に示されることが必要である。

言うまでもなく、受け皿の決定は国の権限であるが、中核

的金融機関の破綻という状況の中で、県として、真に望まし

い受け皿の姿を描き、国に対して明確な意思表示を行うこと

は当然のことであり、そのことは本委員会でも強く主張して
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きた。

県においても、昨年１２月に 「足利銀行の望ましい受け、

皿のあり方」について県産業再生委員会に諮問し、現在議論

が行われているところである。

今後は、本報告や産業再生委員会の答申を踏まえ、広く県

民の意見も聴取しながら、早期に望ましい受け皿像を明確に

した上で、地元の総意として、その実現を国に対し強く働き

かけていくことが大切である。
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Ⅳ おわりに

足利銀行の破綻・国有化から既に１年２ヶ月余が経過した

が、これまでのところ大きな混乱もなく推移してきたのは、

県をはじめとして、県内各界各層が一丸となって、県内経済

の安定に取り組んできた成果ともいえる。

しかし、足利銀行の平成１７年３月期決算も間近に迫り、

不良債権処理が加速されるこれからが正に正念場であり、県

内経済への影響を最小限に止めるために、県、市町村をはじ

め、金融機関、再生支援機関などの関係機関等が、より一層

一致団結して、県内経済の再生・活性化に真剣に取り組んで

いくことが必要である。

特に、今後に大きな影響を及ぼすことが予想される足利銀

、 、行の受け皿について 真に地域のためになる受け皿の実現を

国に対して強く働きかけていくことが不可欠であることは本

文でも述べた通りであり、この点については、国会議員も含

めて県の総力を挙げた取組が求められるところである。

県議会においても、足利銀行問題を当面の最重要課題と捉

えて、機を逸することなく果敢な行動をとることが重要であ

り、その意味でも、本委員会が引き続き設置され、調査研究

活動が継続されることを望むものである。
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